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四日市市規則第５０号  

四日市市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則  

四日市市職員の給与の支給に関する規則（昭和６２年四日市市規則第１０号）の一

部を次のように改正する。  

 

改正後 改正前 

（扶養手当の届出、認定、支給等） （扶養手当の支給） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 新たに条例第３１条の職員たる要件

を具備するに至った職員は、扶養親族

認定申請書（別記様式）により、その

旨を速やかに任命権者に届け出なけれ

ばならない。扶養手当を受けている職

員の届出に係る扶養親族の恒常的な所

得の年間の見込額その他の扶養の事実

等に変更があった場合についても、同

様とする。 

４ 前項の規定にかかわらず、任命権者

において扶養の事実等を認定すること

ができる場合として任命権者が定める

場合には、同項の規定による届出を要

しない。 

３ 条例第３６条第１項の規定による届

出は、扶養親族認定申請書（別記様

式）によるものとする。 

５ 任命権者が第３項の届出を受けたと

きは、扶養親族認定申請書に記載され

た扶養親族が条例に定める要件を備え

ているかどうかを確認して認定するも

のとする。前項に規定する場合におい

４ 任命権者が前項の届出を受けたとき

は、扶養親族認定申請書に記載された

扶養親族が条例に定める要件を備えて

いるかどうかを確認して認定するもの

とする。ただし、次の各号のいずれか



ても、同様とする。ただし、次の各号

のいずれかに掲げる者は、扶養親族と

して認定することはできない。 

に掲げる者は、扶養親族として認定す

ることはできない。 

(1)から(3)まで （略） (1)から(3)まで （略） 

６ （略） ５ （略） 

７ （略） ６ （略） 

８ （略） ７ （略） 

９ （略） ８ （略） 

１０ （略） ９ （略） 

  

（支給の始期及び終期） 

第７条の２ 扶養手当の支給は、職員が

新たに条例第３１条の職員たる要件を

具備するに至った日の属する月の翌月

（その日が月の初日であるときは、そ

の日の属する月）から開始し、職員が

同項に規定する要件を欠くに至った日

（任命権者が別に定める場合にあって

は、当該要件を欠くに至った日以降の

日で任命権者が定める日）の属する月

（その日が月の初日であるときは、そ

の日の属する月の前月）をもって終わ

る。ただし、扶養手当の支給の開始に

ついては、前条第３項の規定による届

出が、これに係る事実の生じた日から

１５日を経過した後にされたときは、

その届出を受理した日の属する月の翌

月（その日が月の初日であるときは、

その日の属する月）から行うものとす

る。 

２ 扶養手当を受けている職員にその月

額を変更すべき事実が生じたときは、

 



その事実の生じた日の属する月の翌月

（その日が月の初日であるときは、そ

の日の属する月）からその支給額を改

定する。前項ただし書の規定は、扶養

手当の月額を増額して改定する場合に

ついて準用する。 

  

   附 則    附 則 

 （施行期日）  

１ この規則は、平成２７年４月１日か

ら施行する。 

  この規則は、平成２７年４月１日か

ら施行する。 

 （令和７年四日市市職員給与条例の一

部を改正する条例附則第４項の規定が

適用される間の読替え） 

 

２ 令和７年４月１日から令和８年３月

３１日までの間は、第７条第１項及び

第７条の２第１項中「条例」とあるの

は、「四日市市職員給与条例の一部を

改正する条例(令和７年四日市市条例第

１０３号)附則第４項の規定により読み

替えられた条例」とする。 

 

 

附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（総務部人事課）  

 

 

 


